
 

 令和６年度 第１回原村国民健康保険運営協議会次第  

 

日時：令和６年８月２日（金） 

午後７時～ 

会場：原村役場 201会議室 

 

１  開  会 

 

２  協議事項等  

（１） 会議録署名人の指名 

（２） 国民健康保険税条例の一部改正について（報告）… 【資料１,２】 

（３） 第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）の策定について（報告） 

… 【別冊】 

（４） 国民健康保険税の暫定賦課の廃止について … 【資料３】 

（５） 令和５年度国民健康保険事業特別会計事業報告及び決算について（報告） 

… 【資料４】 

（６） 国民健康保険基金について … 【資料５】 

（７） その他 

 

※今後の予定 

９月 19日（木）諏訪地方国民健康保険事業研修会（茅野市） 

11月 12日（火）国保運営協議会委員等研修（安曇野市） 

 

 



【資料１】 

 

 

国民健康保険税条例の一部改正について 

令和６年度税制改正大綱において、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得の基準

が引き上げられることとなったため、令和６年度国民健康保険税について以下のとおり改正

しました。 

１ 課税限度額の改正 

国民健康保険税の「後期高齢者支援金分」の課税限度額が引き上げられました。 

課税区分 令和５年度 令和６年度以降 

基礎賦課額分 ６５万円 ６５万円（改正なし） 

後期高齢者支援金分 ２２万円 ２４万円 

介護納付金分 １７万円 １７万円（改正なし） 

課税限度額合計 １０４万円 １０６万円 

 

２ 軽減判定基準の改正 

国民健康保険税では、低所得世帯の保険税の負担を軽減するため、均等割額・平等割額の

軽減（７割軽減・５割軽減・２割軽減）を行っています。 

均等割額及び平等割額の５割軽減及び２割軽減の判定基準が見直されました。 

軽減割合 令和５年度 令和６年度以降 

 基準額（世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者※１の総所得金額の合計額） 

７割軽減 

４３万円 

＋１０万円×（給与所得者等の数※２－１） 

以下の世帯 

４３万円 

＋１０万円×（給与所得者等の数－１） 

以下の世帯 

５割軽減 

４３万円 

＋２９万円×（被保険者数等の数※３） 

＋１０万円×（給与所得者等の数－１） 

以下の世帯 

４３万円 

＋２９万５千円×（被保険者等の数） 

＋１０万円×（給与所得者等の数－１） 

以下の世帯 

２割軽減 

４３万円 

＋５３万５千円×（被保険者数等の数） 

＋１０万円×（給与所得者等の数－１） 

以下の世帯 

４３万円 

＋５４万５千円×（被保険者等の数） 

＋１０万円×（給与所得者等の数－１） 

以下の世帯 

※１ 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資

格を喪失した方で、継続して同一の世帯に属する方をいいます。 

※２ 給与所得者等の数とは、世帯主（擬制世帯主を含む）、被保険者および特定同一世帯所属者のうち、

給与収入（55万円超）または公的年金等の収入（65歳未満の場合は 60万円超、65歳以上の場合は 125

万円超）がある方の合計数をいいます。 

※３ 被保険者等の数とは、世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数をいいます。 



【資料２】 

 

国民健康保険税課税限度額の推移 

 

医療分計 
介護納付金分 合計 

 基礎賦課額分 後期高齢者支援金分 

 引上げ額  引上げ額  引上げ額  引上げ額  引上げ額 

Ｈ29 年度 73 万円 ― 54 万円 ― 19 万円 ― 16 万円 ― 89 万円 ― 

30 年度 77 万円 ＋４万円 58 万円 ＋４万円 19 万円 ― 16 万円 ― 93 万円 ＋４万円 

31 年度 80 万円 ＋３万円 61 万円 ＋３万円 19 万円 ― 16 万円 ― 96 万円 ＋３万円 

Ｒ２年度 82 万円 ＋２万円 63 万円 ＋２万円 19 万円 ― 17 万円 ＋１万円 99 万円 ＋３万円 

 ３年度 82 万円 ― 63 万円 ― 19 万円 ― 17 万円 ― 99 万円 ― 

４年度 85 万円 ＋３万円 65 万円 ＋２万円 20 万円 ＋１万円 17 万円 ― 102 万円 ＋３万円 

５年度 87 万円 ＋２万円 65 万円 ― 22 万円 ＋２万円 17 万円 ― 104万円 ＋２万円 

６年度 89 万円 ＋２万円 65 万円 ― 24 万円 ＋２万円 17 万円 ― 106 万円 ＋２万円 

課税限度額は、被保険者の納付意欲に与える影響や制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から保険税負担に一定の限度を設けた制度。 

国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図る観点から、見直しを行うもの。 

 

 

 

令和６年度税制大綱（抜粋） 

〈国民健康保険税〉  

○ 国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を 24万円（現行：22万円）に引き上げる。  

○ 国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。  

① ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を 29.5万円 

（現行：29万円）に引き上げる。  

② ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を 54.5万円 

（現行：53.5万円）に引き上げる。 

 



【資料 3】 

 

 

 

 

国民健康保険税の暫定賦課の廃止について 
 

国民健康保険税額の所得割の算定の基礎に用いる総所得金額等は、６月頃まで確定しな

いため、当該年度分の保険税額を年度当初に確定することができません。 

このため、普通徴収においては、保険税額が確定するまでの間、暫定的に前年度分の保

険税額を基礎として保険税を算定し、徴収することができることとされています。（地方税

法 706の 2、原村村税条例 21） 

当村では、普通徴収に係る４月、５月及び６月末納期限分の保険税は、前年度の保険税

額に基づき算定した額を暫定賦課しています。その後、７月に年間保険税額を再計算し、

確定賦課を行っています。 

暫定賦課には、１納期当たりの納付額を低く抑えることができるというメリットがある

一方、複雑でわかりづらい制度であること、納税通知が４月（暫定賦課）と７月（確定賦

課）の年２回送付されることから誤解や混乱を招きやすいといったデメリットがあります。 

現在、保険税の納期は４月から翌年３月までの 12期ですが、令和７年度から暫定賦課を

廃止した場合は、７月から翌年３月までの９期となります。 

※ 年金からの天引き（特別徴収）に係る仮徴収については、地方税法第 718条の８で定

められているため、これまでどおり４・６・８月が仮徴収、10・12・２月が確定徴収の

年６回となります。 

 

 

１ 暫定賦課を廃止した場合のメリットとデメリットについて 

・メリット 

被保険者 村（保険者） 

○保険税額決定後に納付となるため、理解

をしやすい。 

○３月の資格取得において、４月に前年度

の３月分と当該年度の４月分の納付が

重なることがなくなり、４月は３月分の

みの納付となる。 

○前年度の本算定時に、前々年の収入等が

高額となった被保険者は、次年度の４月

から６月分の高額な保険税を支払う必

要がなくなる。 

○年度当初は税関係（固定資産税、軽自動

車税、村県民税）の支払いが重なるが、

国民健康保険税の支払いを７月以降と

することで被保険者の年度当初の負担

が減少する。 

○保険税額について、確定賦課となるた

め、納税義務者の理解を得やすい。 

○事務負担の軽減及び事務費の削減 

・還付事務の軽減（年 80件程度） 

・被保険者への通知回数の軽減 

・通知の作成費用や郵送料の削減 

・確定賦課で再計算する必要が無い 

・被保険者への説明が容易 

 

 

 



【資料 3】 

 

 

・デメリット 

被保険者 村（保険者） 

○１納期当たりの納付額が高くなる。 

○年間を通じた支払いにおいて、納付期間

が年度の後半に偏ってしまう。 

○国民健康保事業勘定特別会計における

年度当初の保険税普通徴収の収入がな

くなる。 

○５月、６月に喪失（転出・死亡）した被

保険者の徴収率が減少。 

 

２ 暫定賦課廃止の時期について 

・令和７年４月 

 

【廃止時期の設定理由】 

令和６年 10月１日から通知発送に係る郵便料金や銀行振込手数料（還付の場合のみ影

響）が増額となることが見込まれます。 

また、介護保険料の暫定賦課が令和７年度に廃止予定であることから、介護保険料や

諏訪地域他市町と徴収方法の統一を図るため、令和７年４月から廃止することとしたい。 

 

〈現行〉 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

暫定保険税を 

3か月で納付 

確定保険税と暫定保険税の差額を 9か月で納付 

または、7月以降に還付 

 

 

〈廃止した場合〉 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

納付なし 確定保険税を 9か月で納付 

 

・納期が 12回の場合と 9回の場合の 1回の保険税とその差額 

◇国民健康保険税                         （単位：円） 

モデルケース 年税額 
12回の場合の 

１回の保険税 

9回の場合の 

1回の保険税 
差額 

1人世帯（68歳単身） 

所得 43万円（7割軽減） 

22,400 1,866 2,488 622 

2人世帯（63歳夫婦） 

所得 90万円（5割軽減） 

112,000 9,333 12,444 3,111 

2人世帯（30歳夫婦） 

所得 138万円（軽減なし） 

171,000 

(平均年税額) 

14,250 19,000 4,750 

4人世帯（45歳夫婦、中学

生 2人） 

所得 410万円（軽減なし） 

563,000 46,916 62,555 15,639 

※年税額は、いずれのケースも固定資産税額 8万円で試算 

※端数切捨て 
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暫定賦課廃止に係る費用対効果について 

 

 暫定賦課を廃止した場合の削減額及び削減時間の概算を算出いたしましたので参考とし

ていただきますようお願いいたします。主要な費用及び作業時間のみ掲載しております。 

 

 国民健康保険税 

 
 

 

暫定賦課に係る概算費用

現状 廃止後 削減額

事務処理委託料（諏訪広域情報センタ）※1 円 240,075 0 240,075

暫定賦課通知郵便料※2 円 104,928 0 104,928

封筒代※3 円 24,046 0 24,046

還付に係る振込手数料※4 円 8,910 0 8,910

還付通知※5 円 11,421 0 11,421

小計 円 377,959 0 389,380

追加費用

暫定賦課を継続した場合の追加費用※6 円 180,950 180,950

合計 570,330

※1　令和５年度情報センタ委託　精算請求一覧内の暫定賦課処理分（概算）

※2　R6暫定賦課通知　1,093通×＠96（区内特別）

※3　R6暫定賦課通知　1,093通×＠20×1.1

※4　R5.7普徴還付件数81件×R6予算要求時単価＠110

※5　R5.7普徴還付件数81件×約141円（（郵便 長３＠110+紙・印刷代＠3）+はがき＠27.5）

※6　令和７年度以降、暫定賦課を継続した場合の追加費用（帳票作成費用）　257,500円

　[諏訪6市町村のうち当村のみ継続した場合の情報センタ委託料追加費用]

　（内訳）暫定分納通　現金　R6単価130円　→R7単価325円（195円、150％）　約300枚

　　　　　暫定分納通　口座　R6単価 25円　→R7単価 75円（50円、200％）　約1,100枚

　　　　　暫定分納通　随時　R6単価340円　→R7単価850円（510円、150％）　約100枚

その他、処理料等は変更なし

暫定賦課に係る概算事務量

現状 廃止後 削減時間

データ確認※7 ｈ 6 0 6

仕分け作業※8 ｈ 8 0 8

封入作業※9 ｈ 48 0 48

運搬作業※10 ｈ 1 0 1

還付に係る作業時間※11 ｈ 24 0 24

計 ｈ 87 0 87

※7　6ｈ×1人

※8　8ｈ×1人

※9　8ｈ×3日×2人

※10　0.5ｈ×2人

※11  8h×3日×1人（還付先口座照会～還付通知発送）
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（参考）各階層別にみた世帯数の分布（令和６年度保険税：令和６年７月 11日時点） 

 

・平均年税額 約 17万 1千円 

・年税額階層別に世帯数の分布をみると、「10万円未満」が 690世帯（50.7％）、 

「10～20万円未満」が 284世帯（20.9％）と７割以上を占めている。 

・平均年税額（17万 1千円）以下の世帯は、920世帯（67.5％）となっている。 

 

 

 ・平均総所得金額 約 193万円 

 ・総所得金額階層別に世帯数の分布をみると、「100 万円未満」が 685 世帯（50.3％）、 

「100～200万円未満」が 318世帯（23.4％）と７割以上を占めている。 

 ・平均総所得金額（193万円）以下の世帯は、984世帯（72.2％）となっている。 

 

※世帯数には５、６月に資格を喪失した世帯を含む（全 1,361世帯） 
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原村国民健康事業勘定特別会計決算状況 2024/8/2

（単位：千円）

決算 前年比

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 5年度/4年度

医療給付分 167,787 171,526 157,516 153,472 97.43%

後期高齢者支援分 55,366 56,647 51,852 51,037 98.43%

介護納付金分 21,379 22,115 20,469 18,761 91.66%

小計 244,532 250,288 229,837 223,270 97.14%

医療給付分 3,614 1,599 1,624 1,609 99.08%

後期高齢者支援分 1,190 529 539 534 99.07%

介護納付金分 705 260 326 308 94.48%

小計 5,509 2,388 2,489 2,451 98.47%

250,041 252,676 232,326 225,721 97.16%

制度関係準備事業費補助金 432 20 17 43 252.94%

災害臨時特例等補助金 353 194 0 0 -

785 214 17 43 252.94%

交付金（普） 保険給付費等交付金 541,038 608,687 587,785 608,444 103.51%

保険者努力支援分 7,501 7,205 7,761 6,781 87.37%

特別調整交付金分 1,965 2,482 3,311 1,565 47.27%

県繰入金（２号分） 2,381 1,629 4,644 8,434 181.61%

特定健康診査等負担金 2,002 2,040 1,956 1,940 99.18%

554,887 622,043 605,457 627,164 103.59%

保険基盤安定 49,595 48,344 47,782 48,325 101.14%

未就学児均等割保険税 604 588 97.35%

産前産後保険税 10 -

事務費繰入金 25,688 27,308 22,804 26,142 114.64%

出産育児一時金等 1,960 1,960 2,520 1,280 50.79%

財政安定化支援事業 3,226 3,313 3,321 3,298 99.31%

その他繰入金 432 616 900 1,216 135.11%

80,901 81,541 77,931 80,859 103.76%

【2款】 手数料 87 82 61 68 111.48%

【5款】 財産収入 331 333 318 494 155.35%

【8款】 諸収入 6,678 6,034 9,875 11,009 111.48%

7,096 6,449 10,254 11,571 112.84%

893,710 962,923 925,985 945,358 102.09%

【6款】 基金繰入金 0 0 0 0 -

【7款】 繰越金 88,346 90,531 119,110 132,764 111.46%

88,346 90,531 119,110 132,764 111.46%

982,056 1,053,454 1,045,095 1,078,122 103.16%

被保険者１人当たり 410 449 460 490 106.44%

（単位：千円）

決算 前年比

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 5年度/4年度

総務費
【1款】

27,828 29,318 24,343 26,142 107.39%

保険給付費
【2款】

544,579 612,383 592,445 610,891 103.11%

事業費納付金
【3款】

302,017 273,826 274,984 271,342 98.68%

保健事業費
【4款】

12,180 12,079 12,159 12,066 99.24%

その他の支出
【6款】

4,590 6,405 8,082 12,938 160.08%

予備費
【7款】

0 0 0 0 -

891,194 934,011 912,013 933,379 102.34%

その他 【5款】 基金積立金 331 333 318 494 155.35%

891,525 934,344 912,331 933,873 102.36%

被保険者１人当たり 372 398 402 424 105.62%

2,516 28,912 13,972 11,979

90,531 119,110 132,764 144,249

小計（単年度支出③）

支出合計④

単年度収支（①-③）

収支差引（②-④）

一般人件費、一般管理費、賦課徴収費、
国保連合会負担金等

療養給付費、療養費、高額療養費等

一般分、退職分
（医療支援分、後期高齢者支援分、介護分）

保健衛生普及費、特定健康診査等事業費

還付金、返納金、直診勘定繰出金等

予備費

実　績

繰入金
【6款】

一般会計

計

その他の収入

計

小計（単年度収入①）

その他

計

収入合計②

支出

科　　目

国庫支出金
【3款】

補助金　

計

県支出金
【4款】

交付金（特）

計

収入

科　　目
決算

保険税
【1款】

現年分

滞繰分

計



【資料４-２】

１.被保険者数(年度平均)

2.収入状況及び支出状況

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

被保険者(総数) 2,650 2,613 2,539 2,455 2,400 2,424 2,395 2,345 2,270 2,200

退職 232 160 105 54 22 4 0 0 0 0

未就学児 73 73 68 70 65 71 71 62 58 55

70歳以上 412 421 409 447 480 520 576 606 522 504

70歳以上の割合 15.55% 16.11% 16.11% 18.21% 20.00% 21.45% 24.05% 25.84% 23.00% 22.91%

0人

100人

200人

300人

400人

500人

600人

700人

-300人

200人

700人

1,200人

1,700人

2,200人

2,700人

被保険者数の推移

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

収入 1,032,197,831 1,151,239,035 1,193,589,302 1,169,309,659 928,591,068 939,485,690 893,710,365 962,923,139 925,985,460 945,357,975

支出 997,717,560 1,206,573,478 1,167,849,967 1,098,337,477 921,646,316 946,073,800 891,194,320 934,011,412 912,012,734 933,379,563

単年度収支 34,480,271 -55,334,443 25,739,335 70,972,182 6,944,752 -6,588,110 2,516,045 28,911,727 13,972,726 11,978,412

繰越金 122,521,653 157,001,765 101,667,162 127,406,497 98,378,515 95,323,267 88,345,523 90,530,708 119,109,581 144,248,551

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

単位：千円
収入及び支出状況の推移



【資料４-２】

3.療養給付費

４.療養費

５.高額療養費 ※令和元年度より外来年間合算額含む

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

件数 30,745 30,745 31,249 30,420 30,110 31,695 27,673 29,696 28,948 29,458

保険者負担分 546,037,528 595,915,299 571,797,490 524,280,968 491,806,066 499,179,976 465,715,567 520,259,571 500,157,739 513,378,366

25,000件

26,000件

27,000件

28,000件

29,000件

30,000件

31,000件

32,000件

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

単位：千円
療養給付費の推移

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

件数 1,238 1,190 1,210 936 887 826 711 886 888 917

保険者負担分 5,899,793 5,982,146 6,429,219 4,722,856 4,343,342 4,227,018 3,811,445 4,440,638 4,770,485 4,338,396

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0件

200件

400件

600件

800件

1,000件

1,200件

1,400件

単位：千円 療養費の推移

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

件数 1,049 1,281 1,418 1,311 1,037 988 976 1,054 1,055 1,037

保険者負担分 74,617,292 84,846,573 86,776,200 70,965,835 68,032,703 67,057,642 64,147,039 75,627,999 69,345,093 82,094,793

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

0件

200件

400件

600件

800件

1,000件

1,200件

1,400件

単位：千円 高額療養費の推移



【資料４-２】

６.医療費の推移（一人当たり）

284,122 285,499 
269,223 

303,900 302,990 

322,395 

360,137 
371,056 364,971 

388,024 396,972 
413,145 

0 円

50,000 円

100,000 円

150,000 円

200,000 円

250,000 円

300,000 円

350,000 円

400,000 円

450,000 円

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

医療費の推移（一人当たり）

原村 県（市町村計）



原村国民健康保険事業勘定特別会計

1　一般状況

（1）世帯数・被保険者数

表1　世帯数・被保険者数

（2）被保険者異動状況

　

表2　被保険者数の増減内訳 （単位：人）

2　保険給付等の状況

（1）医療費

表3　医療費の推移

（2）1人当たりの医療費

表4　1人当たり医療費の推移

　療養諸費費用額(以下「医療費」という。)の総額は700,526,867円で、前年度に比べて1.9％増加して
います。

　被保険者1人当たりの医療費は326,282円で、前年度に比べて7.7％増加しています。

　世帯数は、前年度に比べて12世帯減少、被保険者数は71人減少となっています。全世帯に占める国保
世帯割合は前年度に比べて1.1%減少で、全人口に占める国保加入者割合は減少傾向にあります。これ
は、主に団塊世代が後期高齢者医療保険へ移行したこと、また令和4年10月に被用者保険の適用範囲が
拡大した事による減少と考えられます。

　国保の資格を取得した者は396人、資格を喪失した者は467人で、取得者が喪失者を71人下回りまし
た。

年度 全世帯数 全人口 被保世帯数 被保険者数計 一般 退職者 うち介護2号 うち前期高齢者 全世帯の割合 全人口の割合

戸 人 人 人 人 人
3 3,400 8,015 1,345 2,265 2,265 0 752 1,014 39.6% 28.3%

年平均 1,380 2,345 2,345 0 777
4 3,494 8,040 1,340 2,218 2,218 0 735 986 38.35% 27.6%

年平均 1,360 2,270 2,270 0 760
5 3,566 8,096 1,328 2,147 2,147 0 703 968 37.24% 26.5%

年平均 1,346 2,200 2,200 0 724

社保離脱 転 入 生保廃止 出 生 その他 計 社保加入 転 出 生保開始 死 亡
後期高齢者加
入

その他 計

3 268 69 1 7 3 348 236 70 2 18 115 9 450

4 284 129 1 12 8 434 249 86 0 13 123 10 481

5 280 107 0 4 5 396 239 74 0 11 138 5 467

被保険者増内訳 被保険者減内訳
年 度

年度 医療費総額 前年度比 一　　　般 前年度比 退　　　職 前年度比

3 712,646,214 円 110.5% 712,646,214 円 110.5% 0 円 0.0%

4 687,786,564 円 96.5% 687,786,564 円 96.5% 0 円 0.0%

5 700,526,867 円 101.9% 700,526,867 円 101.9% 0 円 0.0%

年度 医療費総額 前年度比 一　　　般 前年度比 退　　　職 前年度比

3 303,900 円 112.9% 303,900 円 112.9% 0 円 0.0%

4 302,990 円 99.7% 302,990 円 99.7% 0 円 0.0%

5 326,282 円 107.7% 326,282 円 107.7% 0 円 0.0%



（3）その他の保険給付費

表5　その他の保険給付費

3　財政状況

（1）決算状況

表6　決算状況（決算収支）

（2）経理状況

表7　経理状況（歳入）

表8　経理状況（歳出）

　一般高額療養費は、82,094,793円で前年度に比べて16.6％増加しています。出産育児一時金は4件で
前年度に比べて5件減少、葬祭費は10件で前年度に比べて7件減少しています。

　歳入決算額は、1,078,121,854円で前年度に比べて3.2％増加、歳出決算額は、933,873,303円で前年
度に比べて2.4％増加しています。収支差引額は144,248,551円で、収支差引額から繰越金を差し引いた
実質単年度収支は11,978,412円の黒字となり基金残額は111,932,462円となります。

　歳入の内訳は、国保税が225,721,128円で前年度に比べて2.8％減少で総額の20.9％を占めています。
保険給付費等交付金普通交付金として療養の給付等に要する費用は県より全額交付され、保険者努力支
援制度や特定健康診査負担金等は特別交付金として交付されています。県支出金は合わせて
627,164,340円で前年度に比べて3.6％増加で総額の58.2％を占めており、一般会計繰入金は80,858,459
円で前年度に比べて3.8％増加で総額の7.5％を占めています。

　歳出の内訳は、総務費が26,141,733円で前年度に比べて7.4％増加で総額の2.8％を占めています。保
険給付費は610,890,500円で3.1％増加で65.4％を占めています。国民健康保険事業費納付金は、
271,342,367円で1.3％減少で29.1％を占めており保健事業費は12,065,549円で0.8％減少で1.3％を占め
ています。

（単位:千円）

（単位:千円）

年度 一般高額療養費 前年度比 退職高額療養費 出産育児一時金 前年度比 葬祭費 前年度比

3 75,942,459 円 118.3% 0 円 2,940,000 円 100.0% 700,000 円 116.7%

4 70,414,355 円 92.7% 0 円 3,780,000 円 128.6% 850,000 円 121.4%

5 82,094,793 円 116.6% 0 円 1,920,000 円 50.8% 500,000 円 58.8%

年度 国保税 国庫支出金 県支出金
一般会計繰

入金
繰越金 その他 計

3 252,676 214 622,043 81,540 90,531 6,449 1,053,453

4 232,325 17 605,457 77,931 119,109 10,256 1,045,095

5 225,721 43 627,164 80,858 132,764 11,572 1,078,122

年度 総務費 保険給付費
国保事業費
納付金

保健事業費 その他 計

3 29,319 612,383 273,826 12,079 6,738 934,345

4 24,343 592,446 274,984 12,159 8,400 912,332

5 26,142 610,891 271,342 12,066 13,432 933,873

年度 歳入決算額 前年度比 歳出決算額 前年度比 歳入歳出差引残 前年度比 前年度繰越金 基金積立金 実質単年度収支

3 1,053,453,847 円 107.3% 934,344,266 円 104.8% 119,109,581 円 131.6% 90,530,708 円 332,854 円 28,911,727 円

4 1,045,095,041 円 99.2% 912,331,162 円 97.6% 132,763,879 円 111.5% 119,109,581 円 318,428 円 13,972,726 円

5 1,078,121,854 円 103.2% 933,873,303 円 102.4% 144,248,551 円 108.7% 132,763,879 円 493,740 円 11,978,412 円



4　事業の状況

（1）診療報酬明細書の点検

（2）適用の適正化

　 第三者行為求償実績額

返納金実績額

（3）医療費分析

（4）医療費通知及び後発医薬品差額通知の実施

（5）保健事業

保健事業内容 回数 参加者数

タグフィットネス体力測定会 3回 45人

運動教室、栄養講座 10回 74人

直営診療施設による健康管理事業 50回 65人

早期介入保健指導事業（スタイルアップ教室） 10回 225人

特定健診継続受診対策

　栄養士、保健師の結果説明会 2回 199人

糖尿病性腎症重症化予防 - 103人

（6）各種認定者（令和6年3月末現在）

　令和5年度の特定健康診査事業受診率は、3月31日現在で39.3％（前年比+1.9％）です。医療費分析で
多かった疾病予防のための国保保健指導事業(早期対象者への指導事業)を行いました。健康づくりの協
定を結ぶ松本大学との連携により、運動教室、健康講座、栄養指導を行ったほか直営診療施設による健
康管理事業等を実施しました。また前年度より引き続き、糖尿病重症化予防のための事業を年間を通じ
て行いました。

　限度額適用認定証については、長期非該当認定76人、長期認定3人について認定をしました。特定疾
病療養認定等については、現在3人に認定をしています。

 資格の点検・給付発生原因の点検・点数表との突合・検算・縦覧点検・調剤報酬明細書等の点検を実
施しました。なお、一部の点検は長野県国民健康保険団体連合会へ業務委託を行いました。

　第三者行為等の疑いのあるレセプトについては、調査及び照会などを行い該当しているものには求償
を行いました。

742,304円

　医療費通知（令和4年11月診療分～令和5年10月診療分）を今年度から年1回の通知に変更し、通知し
ました。
　後発医薬品利用差額通知（令和4年4、7月調剤分）を年2回通知をしました。（目標値80％）

　令和5年度における医療費の内訳は、外来において、糖尿病や高血圧症、脂質異常症が上位となって
います。入院では、脳出血やがん、狭心症が上位となっています。

2,317,915円





国民健康保険税　調定収入額の推移

（単位：千円、％）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

調定額 283,116 272,509 273,063 268,143 258,346 265,779 246,824 253,074 232,782 225,491

229,837 223,270

(30) (70)

98.7 99.0

(98.7) (99.0)

調定額 15,217 10,223 7,648 6,677 6,935 6,082 6,943 3,549 3,544 3,899

収入額 7,270 6,428 5,302 5,000 5,648 3,911 5,509 2,388 2,488 2,451

徴収率 47.8 62.9 69.3 74.9 81.4 64.3 79.3 67.3 70.2 62.9

調定額 298,333 282,732 280,711 274,820 265,281 271,861 253,767 256,623 236,326 229,390

232,325 225,721

(30) (70)

98.3 98.4

(98.3) (98.4)

2,846 822 482 28 28 45 105 246 133 171

3,868 3,498

(3,898) (3,568)

※ 収入額の（　）内は、収入済額中還付未済額です。

※ 徴収率の（　）内は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値です。

※ 収入未済額の（　）内は、決算書の収入未済額に還付未済額を加算した実質的な収入未済額（滞納繰越額）です。

■不納欠損額及び収入未済額

　国保税の不納欠損額は、外国人の帰国（徴収不可）による消滅が1万円、執行停止後3年経過による消滅が12万7
千円、執行停止中の時効による消滅が3万4千円となりました。収入未済額は、349万8千円となり、前年度に比較し
て37万円（9.6％）の減となりました。
　なお、決算書の収入済額には、還付未済額7万円が含まれていることから、決算書の収入未済額に還付未済額を
加算した実質的な収入未済額の合計は356万8千円となります。

区　　分

現　年
課税分

滞　納
繰越分

不納欠損額

徴収率

収入額 277,872

7,421

97.9

262,524268,178267,473 250,288244,532260,484253,450

98.298.1

合　計
収入額

97.3

98.2

収入未済額 3,7013,621

267,524273,480273,901285,142

徴収率

6,1557,2686,7498,009

252,676250,041264,395259,098

10,345

97.496.995.6

98.999.198.098.1

98.598.597.397.7
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【資料５】 

  

 

1 

 

原村国民健康保険基金について 

 

１ 目的 

 村国保財政の健全な運営を図るため 

  

２ 使途 

  療養給付費等の増大により財源不足を生じた場合の補填 

  村長が財政上必要と認めた場合 

  

３ 保有額の目安 

 平成 30年の国保制度改正前 

   ・過去３年間の保険給付費の平均額の５％程度 

   （平成 12年２月 18日厚生省保険局国民健康保険課長通達ほか） 

          

制度改正により変更となった点 

   ・保険給付費が県からの普通交付金で全額賄われる 

・保険給付費の増加や保険税収入不足により市町村国保特会が財源不足になった

場合に備え、長野県において財政安定化基金を設置し、市町村に貸付又は交付を

行うことができる（無利子貸付） 

   ・決算補填等を目的とした法定外繰入の解消（ペナルティ有） 

 

 制度改正後 

 ・制度改正後における基金保有額の目安は示されていない 

 ・国保事業納付金や想定外の事態に備えるために、どのくらいの基金を保有するかは

各市町村の判断に委ねられている 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 基金保有額 

令和５年度決算時点 111,932,462 円 

（国保制度改正前の目安：過去３年間の保険給付費の平均額の５％程度≒3,000 万円） 

基金を備えておく必要性は低くなったが、国保事業納付金の変動等に

よる「年度間の保険料の平準化を図る（激変緩和）場合は、保険者独自の

基金を活用することでも対応されたい」とされていることから、ある程

度の基金を保有する必要がある。  

（国保特別会計予算編成にあたっての留意事項より） 
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※例年、利子分を積み立てている  

 

 ５ 基金の想定される使途について 

 （1）制度改正等による被保険者へ大きな影響がある場合や予定外の負担増となった場合の

激変緩和 

   ・国庫負担金の返還 

   ・収入減による決算補填 

   ・納付金（一人当たり）の増額への対応 

   ・国保税水準の統一に係る負担増 など 

 （2）重点的な取り組みが必要な場合 

   ・特定健診受診率の向上や、将来にわたって医療費抑制となる保健事業 など 

 （3）その他やむを得ない事情がある場合 

   ・災害や経済事情の変動の際の緊急対応など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

年度末基金残高 110,066,946 110,456,580 110,787,440 111,120,294 111,438,722 111,932,462

10,900
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11,000

11,050

11,100

11,150

11,200

11,250万円

国保基金保有額の推移

基金を取り崩した場合には、次の税率見直しの際に解消を図ることが

原則だが、県で保険税率の統一が進められており、県内統一の保険税率

となると当村では保険税率が現状より上がることになるため、目安とし

て税率を段階的に標準保険料率に近づけるよう引き上げ改定を行ってい

る。（令和６年度から）   

現状の村の国保財政が黒字ということ、基金残高が多いことを理由に

税率を引き下げることは難しい。 

今後、長野県では納付金算定の際に令和９年度までに二次医療圏での

医療費指数の統一、令和 12年度までに医療費指数を反映しない「納付金

ベース」の統一が予定されており、当村では納付金（一人当たり）が増大

していくことが想定されているため、その財源不足に充てていくことが

必要になる。 
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６ 二次医療圏での医療費指数統一による納付金額への影響 

 （1）令和６年度分算定（医療費指数 3/6 反映）での納付金への影響 

   二次医療圏での医療費指数の統一に向けて、段階的に令和４年度から９年度まで 1/6

ずつ近づけていくことが県のロードマップで示されている。 

当村では他の５市町に比べ医療費が低いことから、令和６年度算定において医療費指

数を 3/6反映した結果、一人当たりの納付金が 8,218 円の増額（県内最大の増額）とな

った。 

 

   【一人当たり納付金額】 

    二次医療圏 3/6反映 129,445円 

    反映無し      121,228円  差額 8,218 円（県内最大） 

     

    影響額：算定被保険者数 2,126人×差額 8,218円＝17,471,468 円 

   

   ※影響が大きい市町村に対し県から繰入がある（激変緩和措置） 

    増加率が県平均の増加率を超えた部分について計算される 

    〈参考〉令和５年度決算 繰入実績額 7,899,000円 （影響額の約 69％） 

      （影響額：算定被保険者数 2,170人×差額 5,299 円＝11,498,830 円） 

 

 

 

  

  

120,759 円
118,951 円

120,501 円

125,043 円

129,445 円

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1人当たり納付金の推移
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（2）二次医療圏で医療費指数を統一した場合の影響（令和６年度分算定での試算） 

・二次医療圏の年齢調整後医療費指数一覧 

市町村名 医療費指数 備 考 

原 村 0.838 最小 

岡 谷 市 0.939  

諏 訪 市 0.958 最大 

茅 野 市 0.912  

下 諏 訪 町 0.932  

富 士 見 町 0.891  

  

   二次医療圏の年齢調整後医療費指数の平均 0.912 

 

確定納付金額（医療費指数 0.838を乗じた後）① 275,200,824 円 

医療費指数（0.838）を乗ずる前 ② 328,401,937 円 

二次医療圏の医療費指数の平均を乗じた場合（②×0.912）③ 299,502,566 円 

影響額（③－①） 24,301,742 円 

 

７ 医療費指数を反映しない「納付金ベース」の統一による納付金の額への影響 

（令和６年度分算定での試算） 

  年齢調整後医療費指数 県全体 0.951 

確定納付金額（医療費指数 0.838を乗じた後）① 275,200,824 円 

医療費指数（0.838）を乗ずる前 ② 328,401,937 円 

県全体の医療費指数を乗じた場合（②×0.951）③  312,310,242 円 

影響額（③－①） 37,109,418 円 

 

8 保険税率改定による影響額 

今回の試算の条件 

 ・令和９年度までに令和６年度算定納付金の標準保険税率（３方式）に段階的に近づける 

・資産割は令和７年度まで令和８年度から３方式 

 

〇調定見込額の推移 （単位：円）

区   　分 R6本算定 R7 R8 R9

医療給付分 156,352,600 155,259,900 150,348,100 149,236,700

後期支援分 57,608,200 62,793,200 67,802,300 72,728,400

介護納付金分 20,101,600 21,227,400 21,807,500 22,909,300

合　　計 234,062,400 239,280,500 239,957,900 244,874,400

前年度との比較（合計） － 5,218,100 677,400 4,916,500

R8資産割廃止

※年齢調整後医療費指数  全国平均＝１ 

（該当市町村の実績 1人当たり医療費） 

当該市町村の各年齢階級別の一人当たりの医療費が 

全国平均であった場合の一人当たり医療費 


